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１．事例の概要 

２回経産婦。第１子を帝王切開分娩、第２子を経腟分娩しており、今回の

分娩は経腟分娩の予定とされた。妊娠３７週６日、妊産婦は１０分毎の子宮

収縮を自覚し、体温３７．２～３７．６℃、妊娠３５週にＢ群溶血性連鎖球

菌（＋）であったことから入院となり、アンピシリンナトリウムが投与され

た。妊娠３８週０日の夜間に陣痛発来と判断され、陣痛発来から約６時間後

に子宮口の開大９ｃｍとなり、努責感が出現した。努責感出現から５分後に

胎児心拍数基線１２０～１３０拍／分、陣痛２～３分間欠であったが、その

７分後に胎児心拍数が聴取できなくなった。なお、家族からみた経過による

と、胎児心拍数が聴取できなくなる直前にお腹の中で「グルン」とした動き

を感じたとされている。陣痛は消失し、超音波断層法で胎児心拍数５０～６

０拍／分で回復はみられなかった。吸引分娩は不可能と判断され、胎児心拍

数が聴取できなくなってから２６分後に緊急帝王切開で児が娩出され、同時

刻に胎盤が娩出された。胎盤は子宮内で既に完全に剥離していた状態で、凝

血塊の付着はなく、胎盤病理組織学検査は、母体側の血腫のような早期胎盤

剥離を積極的に支持するような所見は認められないとの結果であった。 

児の在胎週数は３８週０日で、体重は２８８２ｇであった。臍帯動脈血ガ

ス分析値は、ｐＨ６．８７２、ＰＣＯ２１１５．３ｍｍＨｇ、ＰＯ２２５．０
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ｍｍＨｇ、ＨＣＯ３
－２１．２ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－１１．８ｍｍｏｌ／Ｌで

あった。アプガースコアは生後１分、５分ともに１点（心拍１点）であり、

蘇生が行われ、高次医療機関のＮＩＣＵへ搬送された。ＮＩＣＵ入院時、し

ゃっくり様とまばたき様の痙攣がみられ、新生児仮死、低酸素性虚血性脳症

と判断され、脳低温療法が行われた。生後１日の頭部超音波断層法で、脳室

内出血、脳室周囲高輝度域はなく、前大脳動脈ＲＩは０．７１であり、脳溝

は保たれていた。生後１２日の頭部ＭＲＩで、両側視床や基底核領域に高信

号がみられ、重症仮死を反映した所見であり、基底核壊死と判断された。 

本事例は、診療所における事例であり、産婦人科専門医２名（経験１０年、

１５年）、助産師２名（ともに経験８年）、准看護師１名（経験１８年）が関

わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例の脳性麻痺発症の原因は、出生２６分前から出生まで高度の低酸素

状態が持続したことで、低酸素・酸血症となり、低酸素性虚血性脳症を発症

したことであると考えられる。低酸素状態となった原因を特定することはで

きないが、常位胎盤早期剥離、もしくは子宮破裂が発症していた可能性が考

えられる。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

帝王切開既往妊婦の経腟分娩について口頭のみで説明したことは基準から

逸脱している。 

Ｂ群溶血性連鎖球菌（ＧＢＳ）陽性である妊産婦に対し、分娩中に抗菌薬

を静脈注射したことは一般的である。帝王切開既往妊婦の経腟分娩中の大部

分の時間、分娩監視装置を外したことは一般的でない。入院時の胎児心拍数
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陣痛図の判読と対応は一般的ではない。急速に発生した胎児徐脈に対して、

吸引分娩の準備を行ったことは選択肢のひとつである。吸引分娩が不可能と

判断し、帝王切開による分娩を決定し、決定後２３分で児を娩出させたこと

は適確である。手術記録に子宮破裂の有無について記載しなかったことは一

般的ではない。 

新生児蘇生は一般的である。生後４分に高次医療機関のＮＩＣＵに搬送を

依頼したことは基準内である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）帝王切開既往妊婦の管理について 

本事例では、帝王切開既往妊婦に異常徴候が出現した際の対応として、

子宮破裂を念頭に置いた対応が診療録からは確認できなかった。今後は、

帝王切開既往妊婦の事例において胎児心拍数や陣痛の異常が疑われる場

合は、子宮破裂を念頭に置いた対応、および診療録記載の徹底を行うこ

とが勧められる。 

（２）胎児心拍数陣痛図の判読と対応について 

胎児心拍数陣痛図の判読と対応を「産婦人科診療ガイドライン－産科

編２０１１」に沿って習熟することが望まれる。 

（３）外回転術について 

本事例では、妊娠２７週に外回転術が施行されていた。「産婦人科診療

ガイドライン－産科編２０１１」では、外回転術を施行する場合は、「緊

急帝王切開が可能である」、「帝王切開既往がない」、「児が成熟している」

の３条件を全て満たす事例であることが推奨されており、今後は「産婦

人科診療ガイドライン－産科編２０１１」に沿って実施することが望ま
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れる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

（１）分娩監視装置の管理について 

本事例では、当該分娩機関より提出された胎児心拍数陣痛図は時刻設

定がされていなかった。また、胎児心拍数陣痛図に通常は印刷されてい

る連番が刻印されていなかったため、その連続性が確認できなかった。

分娩中における胎児の状態、子宮収縮の評価のために、胎児心拍数陣痛

図は重要な役割を果たしているので、時刻の正確な記録が必須である。

正確な記録ができるよう、分娩監視装置の時刻の設定、取り扱いを確実

に行い、日常のメンテナンス、点検等を励行することが望まれる。 

（２）新生児搬送依頼について 

高度な胎児機能不全が疑われる緊急帝王切開の場合、手術時にあらか

じめ高次医療機関に連絡するという方法もある。高度な胎児機能不全が

疑われる場合での新生児搬送依頼について検討することが望まれる。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

ア．帝王切開既往妊婦の経腟分娩について 

帝王切開既往妊婦が経腟分娩を希望した場合のリスクおよびその取

り扱いについて学会員に周知することが望まれる。 

イ．分娩監視装置について 

分娩監視装置の時刻の設定、取り扱いを確実に行い、日常のメンテ

ナンス、点検等を励行することに関して、会員への指導を徹底するこ

とが望まれる。 

 - 4 -



 - 5 -

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 


